
（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

統一河川情報システム製造及び据付調整１式

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長　池田　豊人
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号　大阪合同庁舎第１
号館

平成30年6月6日
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号

1020001071491

  本案件は、近畿地方整備局が管
理する統一河川情報システム（以下
「当該設備」という。）の改良を行うも
のである。
  当該設備は、その果たすべき役割
を発揮するため、必要な「機能・性
能」を定めた仕様書等により、当初
施工者が独自の技術を基に、開発・
設計・製作・設置したものである。
  今回更新するハードウェアとその
オペレーティングシステムに各種設
定を施す必要がありさせるために
は、これらの各種設定情報を把握
する必要があることから、他社の参
入が困難であると判断しているが、
競争性確保のため本案件の実施を
希望する者の有無を確認する目的
で、参加意思確認書の提出を招請
する公募を実施した。
  公募の結果、参加意思確認書の
提出がなかったため、上記事業者
を随意契約の相手方とするもので
ある。

  会計法第29条の3第4項、政府調
達に関する協定第13条（ｂ）及び国
の物品等又は特定役務の調達手続
の特例を定める政令第13条第1項
第1号

89,326,800 87,480,000 97%

歴史的インフラに係る広報イベント等運営補助業務

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長　池田　豊人
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号　大阪合同庁舎第１
号館

平成30年6月13日
一般社団法人近畿建設協会
大阪府枚方市新町１－１２－１

8120005003053

　本業務は、近畿地方に現存してい
る歴史的なインフラの中でも、多く
の社会基盤整備に携わった行基に
関わるものを中心とした広報イベン
トやインフラツーリズムの運営補助
を行い、インフラの価値や必要性を
再確認するとともに関西の礎の再
発見に繋げることを目的とする業務
である。　本業務の契約方式は、企
画提案の公募を行い、その内容を
総合的に評価し、契約の相手方を
特定する企画競争方式である。　参
加可能業者が最低１０者あることを
確認のうえ、企画提案書の提出を
公募したところ、申請期間内に９者
から説明書等の交付を受け、２者か
ら企画提案書の提出があった。  提
出された企画提案書を評価した結
果、上記業者の提案が他社に比べ
て総合的に優れており、適切な提
案と認められたため、上記業者を契
約の相手方とするものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号

9,882,000 9,882,000 100%

道路ネットワークによる整備効果広報業務

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長　池田　豊人
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号　大阪合同庁舎第１
号館

平成30年6月15日
株式会社神戸新聞事業社
兵庫県神戸市中央区東川崎町１－５－７

2140001012020

本業務は、道路ネットワーク整備の
効果やこれまで果たしてきた道路の
役割などを広く広報し、利用促進を
図るとともに、高速道路ネットワーク
が企業立地の促進や生産性の向
上、観光振興、リダンダンシーの確
保など様々な整備効果を発現する
ことから、道路事業について一般の
方への理解を深めてもらうことを目
的とする。本業務の契約方式は、企
画提案の公募を行い、その内容を
総合的に評価し、契約の相手方を
特定する企画競争方式である。参
加可能業者が最低１０者あることを
確認の上、企画提案書の提出を公
募したところ、申請期間内に１０者
が説明書等の交付を受け、５者から
企画提案書の提出があった。提出
された企画提案書を評価した結果、
上記業者の提案が他者に比べて総
合的に優れており、適切な提案と認
められたため、上記業者を契約の
相手方とするものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号

10,605,600 10,211,400 96%

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）



（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

淀川水系水源地広報資料作成業務

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長　池田　豊人
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号　大阪合同庁舎第１
号館

平成30年6月19日
株式会社エム・シー・アンド・ピー
大阪府大阪市北区中之島２丁目２番２号

2120001041913

 本業務は、淀川水系水源地の有限
性や水源地域の保全などの重要性
について理解し、水系全体で水源を
守る意識を待つための広報資料作
成を行うものである。
 本業務の契約方式は、企画提案の
公募を行い、その内容を総合的に
評価し、契約の相手方を特定する
企画競争方式である。
  参加可能業者が最低１０者あるこ
とを確認の上、企画提案書の提出
を公募したところ、申請期間内に４
者が説明書等の交付を受け、２者
から企画提案書の提出があった。
  提出された企画提案書を評価した
結果、上記業者の提案が他社に比
べて総合的に優れており、適切な
提案と認められたため、上記業者を
契約の相手方とするものである。
 
  会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号

8,618,400 8,618,400 100%

八幡市域他不動産鑑定評価等その１業務
分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
京都国道事務所長　田中　哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成30年6月11日
不動産鑑定ネットワークサービス株式会社
京都府宇治市木幡西浦６２－２

4130001033726

　本業務は、京都国道事務所にお
ける用地買収等のために必要とな
る標準地等の鑑定評価書（意見書
を含む）の作成並びにこれらに付随
する諸業務である。　本業務の契約
方式は、八幡市域他不動産鑑定評
価等その１業務及び八幡市域他不
動産鑑定評価等その２業務に関す
る企画提案の公募を行い、その内
容を総合的に評価し、契約の相手
方をそれぞれ特定する企画競争方
式である。　参加可能業者が最低１
０者あることを確認のうえ、企画提
案書の提出を公募したところ、申請
期間内に７者から説明書等の交付
依頼があり、７者から企画提案書の
提出があった。　提出された企画提
案書を評価した結果、上記業者の
提案が他者に比べて総合的に優れ
ており、適切な提案と認められたた
め、上記業者を契約の相手方とす
るものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号

682,560 682,560 100%
単価契約
予定調達額
2,977,560円

八幡市域他不動産鑑定評価等その２業務
分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
京都国道事務所長　田中　哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成30年6月14日
株式会社一信社
京都府京都市中京区烏丸通丸太町下る大倉町２０１

1130001019843

　本業務は、京都国道事務所にお
ける用地買収等のために必要とな
る標準地等の鑑定評価書（意見書
を含む。）の作成並びにこれらに付
随する諸業務である。　本業務の契
約方式は、八幡市域他不動産鑑定
評価等その１業務及び八幡市域他
不動産鑑定評価等その２業務に関
する企画提案の公募を行い、その
内容を総合的に評価し、契約の相
手方をそれぞれ特定する企画競争
方式である。　参加可能業者が最
低１０者あることを確認のうえ、企画
提案書の提出を公募したところ、申
請期間内に７者から説明書等の交
付依頼があり、７者から企画提案書
の提出があった。　提出された企画
提案書を評価した結果、上記業者
の提案が八幡市域他不動産鑑定評
価等その１業務で特定された者以
外の他者に比べて総合的に優れて
おり、適切な提案と認められたた
め、上記業者を契約の相手方とす
るものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号

682,560 682,560 100%
単価契約
予定調達額
2,977,560円



（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

淀川アーバンキャンプ運営支援業務
分任支出負担行為担当官
淀川河川事務所長　国土交通技官　　東出　成記
大阪府枚方市新町２－２－１０

平成30年6月8日
株式会社ワイキューブラボ
大阪府大阪市北区天神橋１丁目１４番７号

8120001167785

 本業務は、官民が連携し新たな水
辺の利活用を展開するミズベリング
の事業目的を踏まえ、大阪都心の
貴重な水と緑のオープンスペースで
ある淀川を舞台に取り組んでいる
淀川アーバンキャンプ（以下「ＹＵＣ」
という）を通じて、淀川の賑わい・魅
力の情報発信を目的に淀川アーバ
ンキャンプを運営支援する業務であ
る。
   本業務の契約方式は、企画提案
の公募を行い、その内容を総合的
に評価し、契約の相手方を特定す
る企画競争方式である。
参加可能業者が最低１０者あること
を確認のうえ、企画提案書の提出を
公募したところ、申請期間内に５者
から説明書等の交付依頼があり、３
者から企画提案書の提出があっ
た。
   提出された企画提案書を評価し
た結果、上記業者の提案が他社に
比べて総合的に優れており、適切
な提案と認められたため、上記業者
を契約の相手方とするものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号

13,500,000 13,456,800 99%

桂川改修事業京都市域他不動産鑑定評価業務（その２）
分任支出負担行為担当官
淀川河川事務所長　国土交通技官　　東出　成記
大阪府枚方市新町２－２－１０

平成30年6月12日
不動産鑑定ネットワークサービス株式会社
京都府宇治市木幡西浦６２－２

4130001033726

   本業務は、淀川河川事務所が用地買収
等のために必要となる１．(3)に掲げる評価
対象地域内の標準地等の鑑定評価及び鑑
定評価書（業務（その１）のみ意見書等を含
む）の作成並びにこれらに付随する諸業務
である。
  本業務の施行に当たっては、「不動産鑑
定評価基準（平成１４年７月３日付け国土
地第８３号国土交通事務次官通知）」、「国
土交通省損失補償取扱要領（平成１５年８
月５日付け国総国調第５８号総合政策局長
通知）別記１土地評価事務処理要領」及び
「不動産鑑定評価等業務仕様書」その他鑑
定評価業務に関わる各種規定等を遵守す
るものとする。
   本業務の契約方式は、企画提案の公募
を行い、その内容を総合的に評価し、契約
の相手方を特定する企画競争方式である。
参加可能業者が最低１０者あることを確認
のうえ、企画提案書の提出を公募したとこ
ろ、申請期間内に４者から説明書等の交付
依頼があり、４者から企画提案書の提出が
あった。
   提出された企画提案書を評価した結果、
上記業者の提案が桂川改修事業京都市域
他不動産鑑定評価業務（その１）で特定さ
れた者以外の他社に比べて総合的に優れ
ており、適切な提案と認められたため、上記
業者を契約の相手方とするものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号

516,240 516,240 100%
単価契約
予定調達額
1,049,760円

桂川改修事業京都市域他不動産鑑定評価業務（その１）
分任支出負担行為担当官
淀川河川事務所長　国土交通技官　　　　　　　東出　成記
大阪府枚方市新町２－２－１０

平成30年6月21日
株式会社一信社
京都府京都市中京区烏丸通丸太町下る大倉町２０１

1130001019843

   本業務は、淀川河川事務所が用地買収
等のために必要となる１．(3)に掲げる評価
対象地域内の標準地等の鑑定評価及び鑑
定評価書（業務（その１）のみ意見書等を含
む）の作成並びにこれらに付随する諸業務
である。
   本業務の施行に当たっては、「不動産鑑
定評価基準（平成１４年７月３日付け国土
地第８３号国土交通事務次官通知）」、「国
土交通省損失補償取扱要領（平成１５年８
月５日付け国総国調第５８号総合政策局長
通知）別記１土地評価事務処理要領」及び
「不動産鑑定評価等業務仕様書」その他鑑
定評価業務に関わる各種規定等を遵守す
るものとする。
   本業務の契約方式は、企画提案の公募
を行い、その内容を総合的に評価し、契約
の相手方を特定する企画競争方式である。
参加可能業者が最低１０者あることを確認
のうえ、企画提案書の提出を公募したとこ
ろ、申請期間内に４者から説明書等の交付
依頼があり、４者から企画提案書の提出が
あった。
   提出された企画提案書を評価した結果、
上記業者の提案が他社に比べて総合的に
優れており、適切な提案と認められたため、
上記業者を契約の相手方とするものであ
る。

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号

516,240 516,240 10%
単価契約
予定調達額
1,049,760円



（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

国道２号改築事業赤穂市域他不動産鑑定評価業務（その１）
分任支出負担行為担当官
姫路河川国道事務所長　国土交通技官　　信田　智
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成30年6月7日
株式会社兵庫不動産鑑定所
兵庫県姫路市安田２－７５

2140001061174

  本業務は、姫路河川国道事務所
における用地買収のために必要と
なる標準地等の鑑定評価及び鑑定
評価書（意見書等を含む）の作成を
行う業務である。本業務の契約方
式は、国道２号改築事業赤穂市域
他不動産鑑定評価業務（その１）及
び国道２号改築事業赤穂市域他不
動産鑑定評価業務（その２）に関す
る企画提案の公募を行い、その内
容を総合的に評価し、契約の相手
方をそれぞれ特定する規格競争方
式である。参加可能業者が最低１０
者あることを確認のうえ、企画提案
書の提出を公募したところ、申請期
間内に６者から説明書等の交付依
頼があり、５者から企画提案書の提
出があった。提出された企画提案
書を評価した結果、上記業者の提
案が他社に比べて総合的に優れて
おり、適切な提案と認められたた
め、上記業者を契約の相手方とす
るものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号

494,640 494,640 100%
単価契約
予定調達額
2,066,040円

国道２号改築事業赤穂市域他不動産鑑定評価業務（その２）
分任支出負担行為担当官
姫路河川国道事務所長　国土交通技官　　信田　智
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成30年6月11日
山陽不動産鑑定株式会社
兵庫県神戸市中央区三宮町１－１－１　新神戸ビル
５０２

3140001019691

  本業務は、姫路河川国道事務所
における用地買収のために必要と
なる標準地等の鑑定評価及び鑑定
評価書（意見書等を含む）の作成を
行う業務である。本業務の契約方
式は、国道２号改築事業赤穂市域
他不動産鑑定評価業務（その１）及
び国道２号改築事業赤穂市域他不
動産鑑定評価業務（その２）に関す
る企画提案の公募を行い、その内
容を総合的に評価し、契約の相手
方をそれぞれ特定する規格競争方
式である。参加可能業者が最低１０
者あることを確認のうえ、企画提案
書の提出を公募したところ、申請期
間内に６者から説明書等の交付依
頼があり、５者から企画提案書の提
出があった。提出された企画提案
書を評価した結果、評価の合計点
が第２位のため、上記業者を契約
の相手方とするものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号

494,640 494,640 100%
単価契約
予定調達額
2,066,040円

大和高田バイパス他不動産鑑定評価業務（その１）
分任支出負担行為担当官
奈良国道事務所長　原　久弥
奈良県奈良市大宮町３－５－１１

平成30年6月18日
株式会社倉田総合鑑定
奈良県奈良市法蓮町１６３－１　新大宮愛正寺ビル３
Ｆ

8150001004572

  本業務は、奈良国道事務所にお
ける用地買収等のために必要とな
る標準地等の鑑定評価及び鑑定評
価書（意見書含む）の作成並びにこ
れらに付随する諸業務である。本業
務の契約方式は、大和高田バイパ
ス他不動産鑑定評価業務（その１）
及び大和高田バイパス他不動産鑑
定評価業務（その２）に関する企画
提案の公募を行い、その内容を総
合的に評価し、契約の相手方をそ
れぞれ特定する企画競争方式であ
る。参加可能業者が最低１０者ある
ことを確認のうえ、企画提案者の提
出を公募したところ、申請期間内に
６者から説明書等の交付依頼があ
り、４者から企画提案者の提出が
あった。提出された企画提案書を評
価した結果、上記業者の提案が大
和高田バイパス他不動産鑑定評価
業務（その１）で特定された者以外
の他社に比べて総合的に優れてお
り、適切な提案と認められたため、
上記業者を経やの相手方とするも
のである。

会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号

854,280 854,280 100%
単価契約
予定調達額
6,487,516円



（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

すさみ串本道路二色地区他不動産表示登記等業務
分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長　国土交通技官　堤　英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成30年6月12日

一般社団法人中央公共嘱託登記土地家屋調査士協
会
大阪府大阪市中央区平野町１丁目６番９号平野町Ｋ
Ⅰビル７Ｆ

6120005012080

   本業務は、前年度に一般競争により上記
業者と契約した東牟婁郡串本町域他不動
産表示登記等業務において、公共用地取
得伴う分筆登記等を行うために必要となる
資料調査や現地調査は完了しているもの
の、履行期限内に用地売買契約締結まで
至らなかったため、履行することができな
かった分筆登記等の表示登記申請手続き
を今年度において行うものである。
   分筆登記等の法定添付情報である地積
測量図の作成者は、その図面に表示された
土地について実際に調査・測量を行った者
である必要があり（昭和６１年９月２９日民
三第７２７１号民事局長回答）、また、調査・
測量、地積測量図の作成及び登記申請手
続きは一体不可分の作業である。また、平
成２３年に法務省における分筆登記等の表
示登記時における実地調査に係る指針が
改正され、その後管轄法務局ごとに順次、
等機関による実地調査が積極的に実施さ
れるようになったが、この実地調査はその
土地を調査・測量し、現地の状況に精通し
た者以外では対応できない。
   従って、本業務を履行できるのは、前年
度において東牟婁郡串本町域他不動産表
示登記等業務を実施した者のみであるた
め、上記の相手方と随意契約を締結するも
のである。
   なお、随意契約を締結することにより、別
途発注した場合に必要となる資料調査や現
地調査が不要となり、事業執行の効率化に
寄与するものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号

24,150.96 24,148.80 99%
単価契約
予定調達額
2,622,352円

すさみ串本道路田並地区他不動産表示登記等業務
分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長　国土交通技官　　堤　英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成30年6月12日
一般社団法人きんき公共嘱託登記土地家屋調査士
協会
和歌山県有田郡有田川町大字熊井７６０－１

2170005002865

   本業務は、前年度に一般競争により上記
業者と契約した串本町和深地区他不動産
表示登記等業務及び串本町長高富地区他
不動産表示等業務において、公共用地取
得伴う分筆登記等を行うために必要となる
資料調査や現地調査は完了しているもの
の、履行期限内に用地売買契約締結まで
至らなかったため、履行することができな
かった分筆登記等の表示登記申請手続き
を今年度において行うものである。
   分筆登記等の法定添付情報である地積
測量図の作成者は、その図面に表示された
土地について実際に調査・測量を行った者
である必要があり（昭和６１年９月２９日民
三第７２７１号民事局長回答）、また、調査・
測量、地積測量図の作成及び登記申請手
続きは一体不可分の作業である。
   また、平成２３年に法務省における分筆
登記等の表示登記時における実地調査に
係る指針が改正され、その後管轄法務局ご
とに順次、等機関による実地調査が積極的
に実施されるようになったが、この実地調査
はその土地を調査・測量し、現地の状況に
精通した者以外では対応できない。
   従って、本業務を履行できるのは、前年
度において串本町和深地区他不動産表示
登記等業務及び串本町高富地区他不動産
表示等祈祷業務を実施した者のみであるた
め、上記の相手方と随意契約を締結するも
のである。
   なお、随意契約を締結することにより、別
途発注した場合に必要となる資料調査や現
地調査が不要となり、事業執行の効率化に
寄与するものである。
会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号

24,150.96 23,220.00 96%
単価契約
予定調達額
5,193,234円

（注1）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に

単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


